
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
要
綱

高
齢
化
の
進
展
を
始
め
と
し
た
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
等
に
対
応
し
て
、
特
定
商
取
引
に
お
け
る
取
引
の
公
正
及
び
購
入
者

等
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
、
業
務
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
法
人
の
役
員
等
が
当
該
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
た
範
囲
の
業
務
に
つ
い

て
一
定
の
期
間
は
新
た
な
業
務
の
開
始
等
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
電
話
勧
誘
販
売
に
つ
い
て
通

常
必
要
と
さ
れ
る
分
量
を
著
し
く
超
え
る
商
品
の
売
買
契
約
の
申
込
み
の
撤
回
等
の
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と

し
、
次
の
と
お
り
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一

指
定
権
利
の
見
直
し

一

訪
問
販
売
、
通
信
販
売
及
び
電
話
勧
誘
販
売
に
お
い
て
規
制
対
象
と
な
る
権
利
の
範
囲
を
改
め
、
そ
の
名
称
を
特
定
権

利
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
条
第
四
項
関
係
）

二

特
定
権
利
に
関
す
る
適
用
除
外
に
係
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
六
条
第
二
項
関
係
）

第
二

承
諾
を
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
通
信
販
売
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
広
告
の
提
供
の
禁
止
等

一

通
信
販
売
に
お
い
て
販
売
業
者
等
は
、
そ
の
相
手
方
と
な
る
者
か
ら
の
請
求
又
は
承
諾
が
な
い
場
合
に
、
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
広
告
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。



二

通
信
販
売
に
お
い
て
販
売
業
者
等
は
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
広
告
の
相
手
方
と
な
る
者
か
ら
の
請
求
又
は
承
諾
の
記
録
を
作

成
し
、
保
存
す
る
と
と
も
に
、
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
広
告
に
そ
の
相
手
方
が
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
広
告
の
提
供
を
受
け
な
い
旨
の
意

思
を
表
示
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
二
条
の
五
関
係
）

第
三

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
通
常
必
要
と
さ
れ
る
分
量
を
著
し
く
超
え
る
商
品
の
売
買
契
約
等
の
申
込
み
の
撤
回
等
の
制
度

の
創
設

一

電
話
勧
誘
販
売
に
係
る
そ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
通
常
必
要
と
さ
れ
る
分
量
を
著
し
く
超
え
る
商
品
の
売
買
契
約
等
の

申
込
者
等
は
、
そ
の
売
買
契
約
等
の
申
込
み
の
撤
回
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
申
込
者
等

に
当
該
契
約
を
必
要
と
す
る
特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

当
該
申
込
み
の
撤
回
等
の
行
使
及
び
当
該
申
込
み
の
撤
回
等
に
伴
う
返
金
等
に
係
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

第
四

指
示
制
度
の
整
備

一

主
務
大
臣
が
違
反
行
為
を
行
っ
た
販
売
業
者
等
に
対
し
て
指
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
措
置
と
し
て
、
違
反
及
び
行
為
を

是
正
す
る
た
め
の
措
置
並
び
に
購
入
者
等
の
利
益
の
保
護
を
図
る
た
め
の
措
置
を
例
示
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。



（
第
七
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
六
条

第
一
項
、
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
十
二
第
一
項
関
係
）

二

主
務
大
臣
は
、
販
売
業
者
等
に
対
し
て
指
示
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る

こ
と
。

（
第
七
条
第
二
項
、
第
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
二
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
八
条
第
五
項
及
び
第
六
項
、
第
四

十
六
条
第
二
項
、
第
五
十
六
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
五
十
八
条
の
十
二
第
二
項
関
係
）

三

そ
の
他
主
務
大
臣
に
よ
る
指
示
の
対
象
と
な
る
行
為
に
係
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
五

業
務
停
止
命
令
制
度
の
強
化

主
務
大
臣
が
販
売
業
者
等
に
対
し
て
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
の
上
限
を
一
年
か
ら
二
年
に
改
め
る
こ

と
。

（
第
八
条
第
一
項
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
四
十
七
条
第

一
項
、
第
五
十
七
条
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
十
三
第
一
項
関
係
）

第
六

業
務
禁
止
命
令
制
度
の
創
設



一

主
務
大
臣
は
、
販
売
業
者
等
に
対
し
て
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
命
令
の
理
由
と
な
っ
た
事
実
及

び
当
該
事
実
に
関
し
て
当
該
販
売
業
者
等
の
役
員
等
が
有
し
て
い
た
責
任
の
程
度
を
考
慮
し
て
当
該
命
令
の
実
効
性
を
確

保
す
る
た
め
に
当
該
停
止
を
命
じ
た
取
引
類
型
に
関
す
る
業
務
を
制
限
す
る
こ
と
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
当

該
役
員
等
に
対
し
、
当
該
停
止
と
同
一
の
期
間
を
定
め
て
、
当
該
停
止
を
命
ず
る
範
囲
の
業
務
を
新
た
に
開
始
す
る
こ
と

等
の
禁
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
、
第
三
十
九
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
、
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
五
十
八
条
の
十
三
の
二
第
一
項
関
係
）

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
七

訪
問
販
売
等
に
お
け
る
契
約
の
申
込
み
又
は
そ
の
承
諾
の
意
思
表
示
の
取
消
制
度
の
整
備

一

申
込
者
等
は
、
販
売
業
者
等
が
不
実
の
こ
と
を
告
げ
る
行
為
等
を
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
意
思
表
示
を
行
っ
た
場
合
、
追

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
か
ら
六
月
間
、
こ
れ
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
当
該
期
間
を

一
年
間
に
改
め
る
こ
と
。

二

売
買
契
約
等
に
基
づ
く
債
務
の
履
行
と
し
て
給
付
を
受
け
た
申
込
者
等
が
意
思
表
示
を
取
り
消
し
た
場
合
に
お
い
て
、



給
付
を
受
け
た
当
時
そ
の
意
思
表
示
が
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
売

買
契
約
等
に
よ
っ
て
現
に
利
益
を
受
け
て
い
る
限
度
に
お
い
て
、
返
還
の
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
九
条
の
三
、
第
二
十
四
条
の
三
、
第
四
十
条
の
三
、
第
四
十
九
条
の
二
及
び
第
五
十
八
条
の
二
関
係
）

第
八

報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
権
限
の
拡
充
・
整
備

一

主
務
大
臣
は
、
そ
の
職
員
に
販
売
業
者
等
の
従
業
員
そ
の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
質
問
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
報
告
徴
収
及
び
立
入
検
査
に
係
る
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
六
条
関
係
）

第
九

送
達
制
度
の
整
備

一

こ
の
法
律
に
よ
る
指
示
又
は
命
令
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
書
類
を
送
達
し
て
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
六
条
の
三
関
係
）

二

主
務
大
臣
は
、
送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
等
が
知
れ
な
い
場
合
等
に
お
い
て
、
公
示
送
達
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
六
十
六
条
の
五
関
係
）

三

そ
の
他
書
類
の
送
達
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。



第
十

罰
則

罰
則
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

（
第
七
十
条
か
ら
第
七
十
四
条
ま
で
関
係
）

第
十
一

そ
の
他

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
。

第
十
二

附
則

一

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
の
検
討
規
定
を
設
け
る
ほ
か
、
こ

の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
と
と
も
に
、
関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

（
附
則
第
二
条
か
ら
附
則
第
八
条
ま
で
関
係
）




